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第１章 計画策定にあたって 
 

１ 計画策定の背景と目的 

 

 

 粕屋町は、福岡市のベッドタウンとして人口の増加とともに、児童が増えたこ

とにより、町立幼稚園は小学校とのスムーズな接続を可能にするため小学校に

隣接して整備し、また、町立保育所は保育需要に合わせて各小学校区内に施設を

設置することで整備を進めてきました。 

 町内に JR の駅が整備されたことにより、更に交通利便性が高くなり、人口が

堅調に増加していくなか、保育所の待機児童対策や施設の老朽化が重要課題と

なり、平成 21 年『粕屋町就学前児童の施設運営のあり方について』提言を受け

るとともに、私立認可保育所の開園等の施策を行ってきました。 

一方、国において、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や

質の向上を求める「子ども・子育て支援新制度」が平成 27 年 4 月から開始し、

令和元年 10 月に満 3 歳以上の幼稚園・保育所・認定こども園等の「幼児教育・

保育の無償化」が実施されると、公立と私立幼稚園、保育所の保育料は同額化し、

「送迎バス」等の実費相当額以外の保育にかかる保護者負担はなくなりました。 

また、核家族化や保護者の就労形態の多様化が進み、保育所のニーズが高まる

一方で、町立保育所の老朽化対策は財源確保の問題があり、幼稚園については

「幼児教育・保育の無償化」により、財政的格差は「緩和」ではなく、送迎バス

等の実費相当額以外の保育にかかる保護者負担がなくなったことから、付加サ

ービスを行う私立幼稚園への入園希望が増加し、町立幼稚園の定員割れが新た

な課題となりました。 

 そこで、これらの課題を解決するとともに、町立幼稚園・保育所が担うべき役

割を、社会状況の変化を踏まえて子ども（及び保護者）を中心に考え、町の所有

する公共施設の最適化を含めて、将来に亘って持続していくことを目指して、町

立幼稚園・保育所未来プロジェクトを立ち上げ検討してきた結果、幼児教育・保

育に関する専門家を交えた「町立幼稚園・保育所あり方検討会議」により「町立

幼稚園・保育所未来プロジェクト提言書」（以下「提言書」という。）が提出され、

その提言書の内容を踏まえて検討を行い、町立幼稚園・保育所の再編整備計画を

策定したものであります。  
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２ 計画の位置付け・計画期間 

 

 

（１）計画の位置付け 

 

 本計画は、「粕屋町総合計画」等の上位計画の方針に従って作成される計画で

あり、提言書の提案にもある本町の未就学児童数の推移等の予測を基に、町内の

幼稚園・保育施設等の最適化を進めていくための整備計画と位置付けます。 

 

 

（２）計画の対象 

 

 対象は、粕屋町が管理している町立幼稚園４園及び町立保育所３園とします。 

 

 

（３）計画期間 

 

 本計画は、令和６年度から令和９年度の４年間を計画期間とします。 

 また、社会情勢の変化、事業の進捗状況等に応じて、また、法制度等が改正さ

れ、計画に影響が生じる場合は、速やかに見直しを行うこととします。 
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第２章 粕屋町の未就学児童を取り巻く現況 
 

１ 人口・未就学児童数の推移 

 

 

 全国的には人口減少が進む中、粕屋町の人口は増加していますが、少子化は進

行しており、粕屋町の未就学児童数は平成 26 年度をピークに減少しています。 
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２ 幼稚園・保育所等の現況 

 

 

 粕屋町には、現在、町立幼稚園４園、町立保育所３園、私立認可保育園７園、

私立認定こども園１園、私立小規模保育園１園、事業所内保育施設１園の認可保

育施設があり、その外、認可外保育施設や町外の私立幼稚園により、幼児教育・

保育が行われております。 
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３ 入園・入所児童数の推移 

 

 

入園・入所の状況につきましては、私立認可保育所の誘致等の待機児童対策に

より、保育所の入所者数が増加するとともに、令和元年度の「幼児教育・保育の

無償化」により、町外を含む私立幼稚園の利用も増えていましたが、令和４年度

以降は幼稚園・保育所の総利用者数が減少に転じています。 
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各施設における入園・入所児童数につきましては、町立幼稚園の入園率は、平

成 27 年には 89.1％でしたが、令和５年には 39.6％に落ち込んでいます。 

また保育所の入所率は、平成 29 年に町立保育所で 115.4％、私立認可保育所

等を含めても 109.0%で、国定義の待機児童も 97 人と最大になっておりました

が、認可保育所の誘致など施設整備により、令和 5 年度は国定義の待機児童は

解消いたしております。 

＜町立幼稚園 定員と入園児童数の推移＞ 

＜町立保育所 定員と入所児童数の推移＞ 
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＜私立認可保育園等　定員と入園児童数の推移＞

（令和4年度までは10月1日現在、令和5年度は4月1日現在）

保育所
クラス

年齢
Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5

0 11 12 17 18 21 18 18 15 9

1 27 19 21 22 23 23 17 28 27

2 24 26 23 24 18 24 24 19 30

3 27 28 28 29 30 30 25 23 25

4 35 29 30 25 30 30 30 24 24

5 30 35 28 30 26 28 30 30 24

計 154 149 147 148 148 153 144 139 139
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４ 未就学児童の現状及び課題の整理 

 

 

 未就学児童の全体数としては減少しており、国定義の待機児童は解消してい

るものの、核家族化や保護者の就労形態の多様化等が進み、保育を必要とする子

どもは増えており、私的待機を含めた待機児童の解消に向けて取り組む必要が

あります。 

 また、町立幼稚園では公立としての特色を活かし『幼児期にふさわしい生活を

展開する中で、幼児の遊びや生活といった直接的・具体的な体験を通して、人と

関わる力や思考力、感性や表現する力などを育み、人間として、社会と関わる人

として生きていくための基礎を培う』ための幼児教育を実践してきたところで

すが、令和元年 10 月からの幼児教育・保育の無償化により、私立幼稚園・保育

所と負担に差がなくなったことから、町立幼稚園については定員割れが顕著に

なってきました。 

 このような社会状況の変化の中、粕屋町が保有する資産（ヒト・モノ）につい

ては適切な配置を行い、より多くの未就学児童に対して、必要とされる教育・保

育を提供していかなければなりません。 

 

＜待機児童数の推移＞     （各年４月１日現在） 
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第３章 町立幼稚園・保育所の再編整備方針 
 

１ 町立幼稚園・保育所の整備状況 

 

 

 町立の幼稚園・保育所は、小学校の校区毎に大川幼稚園・大川保育所、仲原幼

稚園・仲原保育所のそれぞれ２園から始まり、その後人口及び未就学児童の増加

により、西保育所・西幼稚園、中央保育所・中央幼稚園が新設されました。 

 平成 19 年 7 月に、保育所・地域子育て支援・児童虐待など、子どもに対する

住民の多様なニーズに対応するため子育て支援課を新設し、平成 20 年 4 月から

は、幼稚園業務を教育委員会部局から町長部局の子育て支援課に移管すること

で保育所と幼稚園の担当窓口を一本化して幼保連携を進めることになりました。 

幼稚園では増改築や耐震改修が進められていた一方、保育所は老朽化が問題

となっており、財政負担の軽減とあわせて民営化を進め、平成 23 年には大川保

育所を民営化することになりましたが、住民の町立保育所存続の要望は大きく、

中央保育所については町立での建て替えを行うとして、令和５年７月、ようやく

新園舎が完成いたしました。 

しかしながら、仲原保育所については築 43 年、中央幼稚園・仲原幼稚園・西

保育所も築 25 年以上が経過しており、対策を検討していく必要があります。 

 

≪町立幼稚園・保育所 整備状況≫ 
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２ 再編整備スケジュール（案） 

 

 

 今回の再編整備計画においては、老朽化が進み対策が必要な施設のうち、幼稚

園については入園申し込みが減少している現状を踏まえ、中央幼稚園及び仲原

幼稚園については閉園し、保育に対する需要（特に 0 歳から 2 歳児）は依然と

して高いことから、以下のスケジュール（案）により再編整備を進めます。 

 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

中央 

幼稚園 

   

 

仲原 

幼稚園 

       

 

 

 なお、仲原保育所及び西保育所につきましては、今後の社会情勢や保育需要の

変化に応じて対応を検討するものとし、補修等により児童の安全に最大限に配

慮していきます。 
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第４章 町立幼稚園・保育所の今後について 
 

 

 現在、国におきまして、『常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関

する取組・政策を我が国社会の真ん中に据えて、こどもを取り巻くあらゆる環境

を視野に入れ、こどもの権利を保障し、こどもを誰一人取り残さず、健やかな成

長を社会全体で後押し。』する、こどもまんなか社会を目指し、こども政策を更

に強力に進める取り組みがなされています。 

 粕屋町においても、こどもに関する政策を町の中心に置いて「子育てしやすい

まちづくり」、子育て応援都市「かすや」の実現に向けて取り組むとともに、こ

どもが常に笑顔で健やかに、また安全に成長できるような環境整備に努めると

されています。 

 町立幼稚園・保育所については、歴史も古く、住民の皆様にも必要とされて成

長してきたところではありますが、社会状況の変化により、求められる役割も少

しずつ変化してきております。今後は、町全体としての教育・保育の需要にも十

分留意して施設整備に努め、学校・地域・行政機関との連携を図りながら、他の

子育て支援策ととともに、情報の発信や必要とされるサービス等の把握を行い、

すべての未就学児童が健全に成長できるような施策となるよう取り組みを進め

ます。 

  


